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（仮称）前橋市こども計画の素案について

資料３

【資料項目】

１．計画の構成
２．総論（第１章〜４章）
３．各論（第５章）
４．今後の進め方（策定スケジュール）



１．計画の構成

前橋市こども計画

【総論】
第１章 前橋市こども計画について
第２章 前橋市の現状
第３章 前橋市が目指す姿
第４章 計画の推進

【各論】
第５章 基本目標に基づく施策の展開

基本目標１

施策の柱 １
○現状と課題
○関連データ
○施策の方向性
○具体的な取組

施策の柱 ２

・
・
・

【資料編】

第三期前橋市子ども・
子育て支援事業計画

事業実施計画 施設整備計画

【本編】

【別冊１】

前橋市こども計画

※策定済み
（R7.4〜開始）

※ 事業の一覧・説明
※ 毎年更新予定

※ 事業の一覧・説明
※ こども・子育て支

援事業債を活用
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◇ページ数の想定（素案時点）

■本編 約80ページ
■別冊１ 約15ページ
■別冊２ 2ページ
■別冊３ 91ページ

【別冊２】 【別冊３】



前橋市こども計画

素 案

素案 表紙、目次
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サブタイトルとして、ワークショップで提案された
名称案を入れる予定

総 論
（第１章〜４章）

本編には現状と課題、施策の方向性
などを掲載し、別冊に具体的な取組、
事業等を掲載

１．計画の構成

見やすいデザインの検討

各 論
（第５章）



素案 P1２．総論（第１章 前橋市こども計画について）
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１ 計画策定の背景・趣旨

２ 計画の位置づけ

３ 計画の期間

４ 計画の対象

「こども」の表記についての説明



素案 P2、3

■人口・出生数の減少
↓
■こども・若者の環境が変化
↓
■国・県の動向・対策
・こども基本法
・こども大綱
・ぐんまこどもビジョン2025

↓
■前橋市こども計画の策定
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人口・出生数

減少

増加増加

いじめ 不登校

こども大綱、ぐんまこどもビジョン2025の策定

前橋市こども計画の策定

２．総論（第１章 前橋市こども計画について）



素案 P5〜7
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こども関連の計画を包含
し、こども施策を総合的
に推進

第一期計画は４年間
（Ｒ８〜１１）

こども大綱における
ライフステージの区分
についての説明を追加

こども：おおむね１８歳未満
若 者：おおむね１８歳からおおむね３０歳未満

２．総論（第１章 前橋市こども計画について）



素案 P8
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１ 人口動態

２ こども・若者をめぐる状況

３ こども施策の状況

２．総論（第２章 前橋市の現状）



【出典】
・前橋市住民基本台帳(各年3 月末日現在)

（市の総人口と世帯数の推移、市の年齢３区分別人口の推移、市の世帯数
と世帯員数の推移、市の人口の社会増減、自然増減の推移）

・群馬県統計情報提供システム（住民基本台帳）(各年1月1日現在)

（外国人人口の推移）

素案 P9〜11
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世帯数

総人口

世帯数

世帯員数

外国人人口

自然増減、社会増減

65歳以上

15〜64歳

14歳以下

減少

増加

増加

減少

増加

増加

減少

減少

２．総論（第２章 前橋市の現状）

○人口動態

（特徴）
・総人口の減少が加速
・世帯規模の縮小
・自然減は拡大しているが、社会増がＲ６年は大きく増加
・外国人の人口は増加、特に若い世代が増加している

外国人人口の推移



素案 P12〜14

こども・若者年代の人口推移
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○こども・若者をめぐる状況

（特徴）
・こども・若者年代の人口の減少が続いている
・合計特殊出生率、出生率ともに減少が加速している
・婚姻数の減少、男女ともに未婚率が上昇
・女性の就業率は２０代の就業率は高いが、結婚や出産
を期に退職する人が全国、群馬県平均に比べて多い

減少

M字傾向

こども・若者年代の人口 減少

減少

減少

増加

増加

出生数

合計特殊出生率

婚姻数

男性の未婚率

女性の未婚率

女性の就業率

※貧困、ひとり親、いじめ、不登校などのデータを追加予定。

【出典】
・群馬県統計情報提供システム（住民基本台帳）(各年1月1日現在)

（こども・若者年代の人口推移）
・国勢調査 （未婚率の推移）
・令和４年就業構造基本調査 （女性の有業率）

・人口動態統計 （出生数・合計特殊出生率の推移、婚姻の推移）

２．総論（第２章 前橋市の現状）



素案 P16

10

１ こども・若者の願い

２ 基本理念

３ 基本目標

２．総論（第３章 前橋市が目指す姿）



素案 P17〜22
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（実施状況）
■ワークショップ ６回（小中学生３回、高校生２回、児童養護施設）
■シンポジウム １回
■タウンミーティング ４回
■アンケート調査 ３回（市民約23,000人を対象）

計画の策定に向けて実施してきた
ワークショップの様子や、こども
たちから出された意見を紹介

２．総論（第３章 前橋市が目指す姿）



素案 P23
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小中学生向けワークショップでの意見を踏まえて決定（骨子から変更有）

■基本理念
↓
■３つの基本目標
↓
■１２の施策の柱

開催日：令和７年８月２４日
参加者：小学生８名、中学生３名

２．総論（第３章 前橋市が目指す姿）
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質問 こどもたちの意見

前橋市をどんなまちにしたい？

・しあわせであふれる
・楽しいまち
・みんなの笑顔であふれるまち
・みんなが夢に向かってがんばれるまち
・やりたいことができるまち
・自分らしく生きられるまち

・いじめのない市
・差別なく公平に過ごせるまち
・命を大切にできるまち
・困っている人が支援を受けやすいまち
・みんながおいしいごはんを食べられるまち

・どこにいても安心できる市
・治安が良い市
・みんなが安心して過ごせる犯罪のないまち
・車の交通事故の心配がない市
・（事件・事故がない）安全なまち
・災害のないまち

・自然を守るまち
・緑がいっぱいな市
・排気ガスが少ないまち
・絶滅危惧種を大事にするまち
・人と動物が共存できるまち

・ストレスがない市
・SDGsが達成できる市
・観光ランキングNo.1の市
・学べるまち
・いろんな仕事につきやすい市
・ルールがあるまち
・協力するまえばし市
・色々な場所に行きやすいまち
・スーパーやコンビニが近くにあって生活しや
すいまち
・本を守るまち

◯ワークショップでの主な意見

こどもの権利を保障し、多様なこどもたちの声を聴き、活かす、

こどものまち前橋市の実現

基本目標１

切れ目のない支援や環境を整え、こどもから若者、子育ての

当事者へと、健やかに育つ、育てることができる前橋市の実現

基本目標２

こどもは社会を元気にする原動力。こどもが自ら学び、安心

して成長できるまちをみんなでつくり、全ての市民、企業など
市全体への好循環を生み出す前橋市の実現

基本目標３

こどもの
権利保障

支援の
充実

社会全体
の取組

基本理念
こどもたちの笑顔があふれ、一人一人が自分らしく、幸せに

育つことができるまちをみんなでつくる

基本目標３

社会全体
の取組

こどもから若者、子育て当事者へ切れ目のない支援や環境を

整え、こどもが健やかに育つ、育てることができる前橋市の実現

基本目標２

支援の
充実

こどもが安全に、安心して、自ら学び、成長できるまちをみん

なでつくり、市全体でこどもの成長を支え、未来につなぐ前橋
市の実現

こどもが権利の主体であることを共有し、その声を聴き、ともに

社会をつくる前橋市の実現

基本目標１

こどもの
権利保障

基本理念

変更前 変更後

全てのこどもが夢や希望を持ち、笑顔で自分らしく育つことがで

きる、みんなが幸せなまちをつくる



素案 P24

１ 施策体系

２ 推進体制

３ 進捗状況の管理
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２．総論（第４章 計画の推進）
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素案 P25

基本目標の下に施策の柱を定めて、施策の柱ごとに具体的な取
組、事業をまとめている

２．総論（第４章 計画の推進）



素案 P26、27
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「若者会議」をＲ８年度から「こども・若者会議」に変更し、
現在の大学生委員に加えて、新たに高校生にも委員として参加
してもらう予定。

■人数：１４名（高校生７名、大学生７名）

２．総論（第４章 計画の推進）

（毎年度実施予定）
・各事業、取組の実施状況の把握
・事業実施計画の更新
・成果指標による評価の実施



のびのび育つこどもの
ミライつくります。前橋

こどもも幸せに暮らせる
前橋市スマイル計画

地域をより良く！
まえばしこどもにこにこ計画

A

B

C
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前橋市こども計画

〜サブタイトルの決定方法〜

■パブリックコメントで選択肢として意見を聴く

↓
■最多得票の案を軸に、３月の検討会議で最終決定
※パブコメの意見や若者会議での検討を加味し、必要に応じて文言を修正する

↓
■決定

R7.8.24
まえばしこどもワークショップ
〜こどもの笑顔があふれるま

ちって、どんなまち？〜

■サブタイトルとして表示

※こどもたちが考えたという経緯を
裏表紙などにワークショップの様子
も合わせて紹介予定

※デザインは別途検討中

２．総論（計画の名称について）

計画の名称を考えてみよう！
(どんなまちにしたいかを検討後)
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２．総論（やさしい版など）

○小中学生向けのやさしい版（資料８）

サブタイトル ※二次元コードからパブコメにリンク

○概要版（資料９） ※パンフレットは別途作成



第５章

基本目標に基づく施策の取組

１ 施策の展開
【基本目標１】
【基本目標２】
【基本目標３】

２ 成果指標と目標値

素案 P29３．各論（第５章 基本目標に基づく施策の展開）
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20

素案 P29

基本目標

◆各論（施策の展開）の構成 「基本目標」ー「施策の柱」ごとに構成

関連データ

施策の方向性

施策の柱１

現状と課題

具体的な取組
（主な事業を抜粋）

関連データ

施策の方向性

施策の柱２

現状と課題

具体的な取組
（主な事業を抜粋）

関連データ

施策の方向性

施策の柱３

現状と課題

具体的な取組
（主な事業を抜粋）

３．各論（構成）



基本目標１

こどもが権利の主体であることを共有し、その声を聴き、ともに社会をつ
くる前橋市の実現

【施策の柱１】 こどもの権利の普及促進

【施策の柱２】 こどもの意見表明と社会参加の促進

素案 P30

◆こどもの権利の周知啓発

➤『前橋市こどもの権利の日関連事業』

・こども基本条例で規定する「前橋市こどもの権利の日（11/20）」に
合わせて、こども基本条例及びこどもの権利を普及するための事業を
実施 （こども政策課）

基本目標１

【施策の柱１】 こどもの権利の普及促進

◆こどもの意見を聴き、施策に生かしていく取組

➤『こどもの意見聴取』

・こどもが社会に主体的に参加できるよう、こどもが意見を表明できる
機会を創出 （こども政策課）

【施策の柱２】 こどもの意見表明と社会参加の促進

３．各論（第５章 基本目標に基づく施策の展開）
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本計画の施策体系に基づき、施策の柱ごとの現状と課題をふまえ、そ

れぞれの施策の方向性を定めて個別の取組を推進していきます。

なお、社会情勢や国の動向の変化に柔軟に対応していくために、具体

的な事業や取組は「事業実施計画」として計画の別冊にまとめ、毎年度、

更新していくこととします。また、関連する施設の整備などについても

「施設整備計画」として同様に別冊にまとめています。

１ 施策の展開

※主な事業の例

※主な事業の例



基本目標２

こどもから若者、子育て当事者へ切れ目のない支援や環境を整え、こども
が健やかに育つ、育てることができる前橋市の実現

【施策の柱１】ライフステージ共通の支援

（１）切れ目のない保健、医療の提供

（２）健やかな成長、豊かな人生に繋がる経験

（３）誰もが安心して暮らせる社会の実現

（４）環境・施設の整備

（５）デジタル化の推進

【施策の柱２】 こども・若者への支援
【乳幼児期・学童期・思春期・青年期】

（１）乳幼児期（乳幼児）

（２）学童期・思春期（小学生・中学生）

（３）思春期・青年期（高校生世代）

（４）青年期（大学生世代・若者）

【施策の柱３】 子育て当事者への支援

（１）妊娠

（２）出産

（３）子育て

（４）仕事と子育ての両立

【施策の柱４】 こども・若者や家族の状況に応じた支援
【特性や困難な状況を抱えた方】

（１）障害、病気（慢性疾病、難病等）

（２）ひとり親家庭、貧困

（３）虐待、ヤングケアラー、社会的擁護

（４）いじめ、不登校、ひきこもり、自殺

（５）外国人、外国にルーツを持つこども

基本目標２

【施策の柱１】 ライフステージ共通の支援

◆こどもの成長に応じた切れ目のない支援

➤『母子保健のデジタル化』

・国が進める全国共通の母子保健の情報基盤（PMH）との連携により、
電子版母子健康手帳を活用した、スマートフォンでの問診・健診
結果の即時確認やプッシュ型支援等について検討を行う
（こども支援課）

◆こどもや子育て関連施設における施設整備や改修の取組

➤『公立保育所設備更新』

・入所児童の安全で快適な保育環境を確保するため、公立保育所の
空調設備やトイレの改修等を行う（こども施設課）

（４）環境・施設の整備

「環境・施設の整備」は、「施設整備計画」として別冊で作成

素案 P36３．各論（第５章 基本目標に基づく施策の展開）
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※主な事業の例

※主な事業の例



基本目標２

こどもから若者、子育て当事者へ切れ目のない支援や環境を整え、こども
が健やかに育つ、育てることができる前橋市の実現

【施策の柱１】ライフステージ共通の支援

（１）切れ目のない保健、医療の提供

（２）健やかな成長、豊かな人生に繋がる経験

（３）誰もが安心して暮らせる社会の実現

（４）環境・施設の整備

（５）デジタル化の推進

【施策の柱２】 こども・若者への支援
【乳幼児期・学童期・思春期・青年期】

（１）乳幼児期（乳幼児）

（２）学童期・思春期（小学生・中学生）

（３）思春期・青年期（高校生世代）

（４）青年期（大学生世代・若者）

【施策の柱３】 子育て当事者への支援

（１）妊娠

（２）出産

（３）子育て

（４）仕事と子育ての両立

【施策の柱４】 こども・若者や家族の状況に応じた支援
【特性や困難な状況を抱えた方】

（１）障害、病気（慢性疾病、難病等）

（２）ひとり親家庭、貧困

（３）虐待、ヤングケアラー、社会的擁護

（４）いじめ、不登校、ひきこもり、自殺

（５）外国人、外国にルーツを持つこども

◆多くの学びや豊かな人生につながる体験活動の提供

➤『部活動の地域展開』

・部活動を行わない週休日における「中学生・多様な学びの日」の
実施、中学生の地域クラブの立ち上げサポート、前橋市まちづくり公
社と連携した「まえばしスポーツ・文化クラブ」登録制度の活用など、
部活動の地域展開を推進（学校教育課）

【施策の柱２】 こども・若者への支援
（乳幼児期・学童期・思春期・青年期）

素案 P41

【施策の柱３】 子育て当事者への支援

◆子育て当事者が心身ともにゆとりを持ってこどもと向き合えるよう
心理的、経済的負担を軽減する取組

➤『地域子育て支援事業』

・地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、乳児等通園支援事業等の
各種事業の充実に取り組み、在宅で子育てをしている家庭を支援する
（こども施設課）

➤『学校給食費無償化』

・市立小中学校及び特別支援学校における学校給食費を無償化し、保護
者の負担軽減を図る（教育委員会事務局総務課）

３．各論（第５章 基本目標に基づく施策の展開）
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※主な事業の例

※主な事業の例



基本目標２

こどもから若者、子育て当事者へ切れ目のない支援や環境を整え、こども
が健やかに育つ、育てることができる前橋市の実現

【施策の柱２】 こども・若者への支援
【乳幼児期・学童期・思春期・青年期】

（１）乳幼児期（乳幼児）

（２）学童期・思春期（小学生・中学生）

（３）思春期・青年期（高校生世代）

（４）青年期（大学生世代・若者）

【施策の柱３】 子育て当事者への支援

（１）妊娠

（２）出産

（３）子育て

（４）仕事と子育ての両立

【施策の柱４】 こども・若者や家族の状況に応じた支援
【特性や困難な状況を抱えた方】

（１）障害、病気（慢性疾病、難病等）

（２）ひとり親家庭、貧困

（３）虐待、ヤングケアラー、社会的擁護

（４）いじめ、不登校、ひきこもり、自殺

（５）外国人、外国にルーツを持つこども

◆困難を抱えるこども、若者、子育て当事者を支援するための体制の
整備、相談窓口などの取組

➤『医療的ケア児等支援事業』

・保育関係施設への入所を希望する医療的ケアを必要とする児童が、
必要な保育の提供を受けることができるよう、ガイドラインの整備や
医療・保護者・関係機関等との連携強化に取り組む（こども施設課）

・医療的ケアを必要とする幼児、児童生徒が在籍する学校等に看護師を
配置し、医療的ケアを行う（教育支援課）

・医療的ケアを必要とする障害児に対し、看護師が配置されていない
通所施設、作業所、保育所、学校等において、訪問看護師が経管栄養、
痰の吸引、導尿等を行う（障害福祉課）

【施策の柱１】ライフステージ共通の支援

（１）切れ目のない保健、医療の提供

（２）健やかな成長、豊かな人生に繋がる経験

（３）誰もが安心して暮らせる社会の実現

（４）環境・施設の整備

（５）デジタル化の推進

【施策の柱４】 こども・若者や家族の状況に応じた支援
（特性や困難な状況を抱えた方）

素案 P51３．各論（第５章 基本目標に基づく施策の展開）
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※主な事業の例



基本目標３

こどもが安全に、安心して、自ら学び、成長できるまちをみんなでつくり、市
全体でこどもの成長を支え、未来につなぐ前橋市の実現

【施策の柱１】 保育・教育現場の取組

【施策の柱２】 官民連携・協働

【施策の柱３】 地域での活動

【施策の柱４】 安全・安心に成長できる環境の整備

【施策の柱５】 こどもの居場所づくり

【施策の柱６】 相談体制の充実

基本目標３

【施策の柱１】 保育・教育現場の取組

◆保育・教育の質の向上や連携を図る取組

➤『保幼小連携事業』

・児童が保育・幼児教育から小学校教育へ円滑な移行ができるよう、
保育・幼児教育関係施設と小学校の連携を深め、こどもの育ちや学び
を共有するための研修等を実施 （教育支援課）

【施策の柱２】 官民連携・協働

◆民間企業や地域団体と連携した取組

➤『ミライバシ』

・前橋市近郊の高校生を対象に、仕事と学びのつながりや多様な企業を
知る機会を提供し、将来の地元就職、Ｕターン就職につなげるための
体験型イベントの実施 （産業政策課）

素案 P56３．各論（第５章 基本目標に基づく施策の展開）
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※主な事業の例

※主な事業の例



基本目標３

【施策の柱１】 保育・教育現場の取組

【施策の柱２】 官民連携・協働

【施策の柱３】 地域での活動

【施策の柱４】 安全・安心に成長できる環境の整備

【施策の柱５】 こどもの居場所づくり

【施策の柱６】 相談体制の充実

【施策の柱３】 地域での活動

◆地域においてこどもや若者が主体的に参加できる事業や子育て支援
事業などの取組

➤『まえばしこどもアイデアまちづくりプロジェクト』

・参加するこどもたちに自由な発想でまちづくりアイデアを考えても
らい、実施から報告までこどもたちに行ってもらう事業
こどもが市民活動や地域に触れるきっかけが生まれる
（市民協働課）

【施策の柱４】 安全・安心に成長できる環境の整備

◆防災・防犯等への対策を身につける講座、こどもや若者の非行防止
や犯罪被害防止のための取組

➤『デートＤＶ講座』

・男女交際の若年化が進むなか、交際相手からの身体的、精神的、
経済的暴力のことで誤った認識によるトラブルや性被害などにあわ
ないよう講座を実施 （共生社会推進課）

素案 P60

こどもが安全に、安心して、自ら学び、成長できるまちをみんなでつくり、市
全体でこどもの成長を支え、未来につなぐ前橋市の実現

３．各論（第５章 基本目標に基づく施策の展開）
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※主な事業の例

※主な事業の例



基本目標３

【施策の柱１】 保育・教育現場の取組

【施策の柱２】 官民連携・協働

【施策の柱３】 地域での活動

【施策の柱４】 安全・安心に成長できる環境の整備

【施策の柱５】 こどもの居場所づくり

【施策の柱６】 相談体制の充実

【施策の柱５】 こどもの居場所づくり

◆小学生が放課後などに過ごす居場所や中学生、高校生の学習の場な
どの居場所づくりの取組

➤『前橋市高校生学習室』

・高校生のための自主的な学びの場を提供
相談や情報共有、仲間づくり、社会参加を通じて自立心、地域愛を
育む事業や、多様性を育み、総合成長を促進し、次世代を担う人材
育成に関する事業を実施 （生涯学習課）

【施策の柱６】 相談体制の充実

◆妊娠・出産・子育ての不安や心配ごとの相談、学校や家庭の悩み
相談等に関する事業、様々な相談機関の周知に関する取組

➤『こども家庭センターの充実』

・すべての妊産婦・子育て世帯・こどもに対し、母子保健と児童福祉
の両機能が一体的に相談支援を行う機関
母子保健と児童福祉に係る情報共有や支援方針を検討する会議の実
施など連携を強化していく （こども支援課）

素案 P66

こどもが安全に、安心して、自ら学び、成長できるまちをみんなでつくり、市
全体でこどもの成長を支え、未来につなぐ前橋市の実現

３．各論（第５章 基本目標に基づく施策の展開）
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※主な事業の例



・【基本目標－施策の柱】ごとに計画最終年における成果指標と目標値を設定（全45項目）

・こども大綱（国）、ぐんまこどもビジョン２０２５（県）のほか、関連する本市の計画の
指標を参考に設定

・成果指標（目標値）は、最終年に確認する項目のほか、毎年度実績を把握することが可能
な項目も設定

【計画期間最終】

・計画期間終了後において、設定した目標の実績値を集約し、評価・検証を行う

【計画期間中】

・毎年度実績を把握することが可能な項目（主に定量的目標値）は、年度ごとに実績値を
取りまとめて進捗状況を確認

・別冊として毎年度作成する「事業実施計画」の各事業の取組状況を参照しながら計画の
進捗状況を管理する

【共通】

・「こどものまち前橋有識者会議」及び「こどものまち前橋こども・若者会議」の意見を
聴くとともに、「こどものまち前橋推進本部」で課題を共有しながら、計画の進捗状況
を評価・検証するとともに、必要な見直しを実施

成果指標と目標値の設定

進捗状況の確認と評価

３．各論（成果指標と目標値）
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素案 P73



令和６年度 令和７年度 令和
８年度

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

ｱﾝｹｰﾄ調査

策定方針

骨子案
素案
成文案

検討会議
・推進本部
・有識者会議
・若者会議

パブコメ
意見聴取

その他

策定方針

結果公表

計画
開始

骨子案作成 素案の検討・作成

決定

集計・分析

アンケート調査の結果・分析を踏まえて検討

検討 検討

意見
聴取

議会への報告

結果報告

議会への報告

反映

反映

8/24こども
ワークショップ

3

決定

現在

29議会への報告

概要版、やさしい版
の作成

成文

検討

パブコメ

■意見の募集期間
・令和７年１２月２５日（木）〜令和８年１月３０日（金）

■周知方法
・広報まえばし12月号、市ホームページ、各支所・
各市民SC・各公民館等の市有施設、小中高メール配信

■意見の提出方法
・郵送、ファクス、メール、持参、LoGoフォーム

４．今後の進め方（策定スケジュール）


